
経営再建支援事業（小規模事業者用）
補助金について

令和７年補正

①品質確保法第３条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること。

②中小企業基本法第２条第５項の規定に基づき、「おおむね常時使用する従業員数が

商業サービス業の場合５人以下（常勤役員を除く）」の小規模事業者であること。

※従業員数５人以下の証明書類は裏面をご覧ください

①安全検査対応

計量機検定、地下タンク及び地下埋設配管漏洩検査、移動タンク(ローリー)の圧力検査、揮発

油分析委託料（年36回実施する1年分析のみ）等

②業務安全対策

空調設備、熱中症対策用設備及び機器、防寒対策用設備及び機器、洗濯機、除雪機、AED、

LED、消火設備、情報通信機器の設置及び購入

③安全対策等研修

乙種危険物取扱者(第４類)受講費・受験費用、自動車整備に関する安全研修、タイヤ整備・安全

点検に関する安全研修
※②の補助対象費用の詳細は裏面をご覧ください

■補 助 率 ： ①安全検査対応及び②業務安全対策 通常地域 ２／３ 、 ＳＳ過疎地等 ３／４

■補助率 ： ③安全対策等研修 １０／１０

■補助対象経費 ： ①安全検査対応②業務安全対策③安全対策研修 ①～③合計１００万円
※但し、②業務安全対策については１つの設備及び備品（設置工事費、諸経費

等含む）に当たり１万円以上５０万円未満（税抜）のものとする。

③安全対策等研修については２０万円を上限とする。
※補助対象経費（上限額）の例は裏面をご覧ください

■申 請 回 数：１ＳＳあたり３回まで申請可能（１～３回の合計が１００万円迄）

※①安全検査対応及び②業務安全対策は、以下の経費が対象となります。

検定申請費、消防申請手続き費、法定点検整備における部品交換等の修理代、交通費、宿泊費、

人件費、検査結果報告書作成費、書類発行手数料、送料、運搬費、設置工事費、処分費、諸経等

※③安全対策等研修の研修受講以外の経費（入学金、交通費、滞在費等）は補助対象外とします。

補助対象費用

補助率・補助対象経費・申請回

補助対象経費

全国石油商業組合連合会＜全石連＞

従業員数５人以下の小規模事業者が申請できる！
安全検査対応、業務安全対策、安全対策研修費用を支援し、

小規模ＳＳの経営を支援します！

申請資格

事業期間スケジュール

SS毎の申請を
お願いします



全国石油商業組合連合会＜全石連＞

申請から事業終了までの流れ
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業務安全対策（※単価１万円以上５０万円未満が対象）

事業期間スケジュール

補助対象費用

（※）

（※）交付決定通知書が届いてから発注してください。

補助対象経費の例

小規模事業者に該当することを確認するため、

下記証明書類の（１）～（３）のいずれかをご提

出ください。

（1）直近の確定申告書または法人事業概況説

明書（「4期末従業員等の状況」欄で常勤役員

数は除き、従業員数５人以下を確認します）

（2）直近の確定申告書または青色申告決算書

もしくは白色申告用収支内訳書の写し（「給与

賃金の内訳」欄等で従業員数５人以下を確認し

ます）

（3）給与所得等の所得税領収書の写し

※上記書類について、アルバイト・パートが含ま

れている場合は、アルバイト・パート含む従業員

数が５人以下であることが対象となります。

従業員数５人以下の証明書類


